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(57)【要約】
【課題】従来に比べて、作動トルクを低減でき、また低温性を改善することができるグリ
ース組成物、及び、それを用いた可動継手を提供することを目的とする。
【解決手段】本発明のグリース組成物は、球状部と、球状部を受ける受け部材と、を有す
る可動継手の継手内部の潤滑用として使用されるグリース組成物であって、基油として、
ジメチルシリコーン油が用いられることを特徴とする。更に、添加剤を含有し、添加剤は
、カルボン酸変性シリコーン、及び、アミノ変性シリコーンの少なくともいずれか１種を
含むことが好ましい。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　球状部と、前記球状部を受ける受け部材と、を有する可動継手の継手内部の潤滑用とし
て使用されるグリース組成物であって、
　基油として、ジメチルシリコーン油が用いられることを特徴とするグリース組成物。
【請求項２】
　基油としてのジメチルシリコーン油と、添加剤とを含有し、
　前記添加剤は、カルボン酸変性シリコーン、及び、アミノ変性シリコーンの少なくとも
いずれか１種を含むことを特徴とするグリース組成物。
【請求項３】
　前記添加剤の含有量は、１５質量部以下であることを特徴とする請求項２に記載のグリ
ース組成物。
【請求項４】
　前記添加部剤の含有量は、０．０１質量部以上であることを特徴とする請求項２又は請
求項３に記載のグリース組成物。
【請求項５】
　前記添加剤は、下記一般式（１）、（２）又は（３）で表される変性シリコーンである
ことを特徴とする請求項２から請求項４のいずれかに記載のグリース組成物。
【化１】

【化２】
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【化３】

【請求項６】
　前記添加剤の動粘度は、２５℃において、１５０００ｍｍ２／ｓ以下であることを特徴
とする請求項２から請求項５のいずれかに記載のグリース組成物。
【請求項７】
　前記グリース組成物の粘度は、－４０℃で、せん断率が１．０Ｓ－１において、５５０
０Ｐａ・ｓ以下であることを特徴とする請求項１から請求項６のいずれかに記載のグリー
ス組成物。
【請求項８】
　前記基油の動粘度は、２５℃において、１０００００ｍｍ２／ｓ以下であることを特徴
とする請求項１から請求項７のいずれかに記載のグリース組成物。
【請求項９】
　球状部と、前記球状部を受ける受け部材と、前記球状部の表面を覆う表層と、を有する
可動継手であって、
　前記球状部と前記表層の少なくともいずれか一方が樹脂で形成されており、
　前記球状部と前記表層との間に、請求項１から請求項８のいずれかに記載のグリース組
成物が充填されていることを特徴とする可動継手。
【請求項１０】
　球状部と、前記球状部を受ける受け部材と、前記球状部の表面を覆う表層と、を有する
可動継手であって、
　前記球状部と前記表層の少なくともいずれか一方が樹脂で形成されており、
　前記球状部と前記表層との間に、－４０℃で、せん断率が１．０Ｓ－１において、５５
００Ｐａ・ｓ以下の粘度を有するグリース組成物が充填されていることを特徴とする可動
継手。
 
 
 
 
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、例えば、可動継手用のグリース組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、自動車のサスペンションやロアアーム等の可動継手用として、例えば、鉱油又は
合成炭化水素油を用いたグリースが使用されていた（特許文献１を参照）。
【０００３】
　これらグリースは、可動継手の潤滑性を維持するため、比較的粘度の高い基油を使用し
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たり、増ちょう剤を改良する等して、基油を高粘度化し、グリースの付着性を向上させて
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０００－２３０１８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来のグリースは、潤滑性を維持するために高粘性であり、この影響で
、可動継手の作動トルクが高くなる問題があった。また、低温時に、グリースの粘性が非
常に高くなり、作動不良を引き起こす懸念があった。
【０００６】
　そこで本発明は、このような問題に鑑みてなされたもので、従来に比べて、作動トルク
を低減でき、また低温性を改善することができるグリース組成物、及び、それを用いた可
動継手を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明のグリース組成物は、球状部と、前記球状部を受ける受け部材と、を有する可動
継手の継手内部の潤滑用として使用されるグリース組成物であって、基油として、ジメチ
ルシリコーン油が用いられることを特徴とする。
【０００８】
　また、本発明のグリース組成物は、基油としてのジメチルシリコーン油と、添加剤とを
含有し、前記添加剤は、カルボン酸変性シリコーン、及び、アミノ変性シリコーンの少な
くともいずれか１種を含むことを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明のグリース組成物においては、前記添加剤の含有量は、１５質量部以下で
あることが好ましい。
【００１０】
　また、本発明のグリース組成物においては、前記添加部剤の含有量は、０．０１質量部
以上であることが好ましい。
【００１１】
　また、本発明のグリース組成物においては、前記添加剤は、下記一般式（１）、（２）
又は（３）で表される変性シリコーンであることが好ましい。
【化１】
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【化２】

【化３】

【００１２】
　また、本発明のグリース組成物においては、前記添加剤の動粘度は、２５℃において、
１５０００ｍｍ２／ｓ以下であることが好ましい。
【００１３】
　また、本発明のグリース組成物においては、前記グリース組成物の粘度は、－４０℃で
、せん断率が１．０Ｓ－１において、５５００Ｐａ・ｓ以下であることが好ましい。
【００１４】
　また、本発明のグリース組成物においては、前記基油の動粘度は、２５℃において、１
０００００ｍｍ２／ｓ以下であることが好ましい。
【００１５】
　また本発明は、球状部と、前記球状部を受ける受け部材と、前記球状部の表面を覆う表
層と、を有する可動継手であって、前記球状部と前記表層の少なくともいずれか一方が樹
脂で形成されており、前記球状部と前記表層との間に、上記に記載のグリース組成物が充
填されていることを特徴とする。
【００１６】
　また、本発明は、球状部と、前記球状部を受ける受け部材と、前記球状部の表面を覆う
表層と、を有する可動継手であって、前記球状部と前記表層の少なくともいずれか一方が
樹脂で形成されており、前記球状部と前記表層との間に、－４０℃で、せん断率が１．０
Ｓ－１において、５５００Ｐａ・ｓ以下の粘度を有するグリース組成物が充填されている
ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明のグリース組成物によれば、従来に比べて、作動トルクを低減でき、また低温性
を改善することができる。
【００１８】
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　よって、本発明のグリース組成物を、可動継手の潤滑剤として好適に用いることができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】組成の異なる複数のグリース組成物を可動継手に使用し、温度と作動トルクとの
関係を測定したグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明の一実施の形態（以下、「実施の形態」と略記する。）について、詳細に
説明する。なお、本発明は、以下の実施の形態に限定されるものではなく、その要旨の範
囲内で種々変形して実施することができる。
【００２１】
　本発明者は、球状部と、前記球状部を受ける受け部材と、を有する可動継手の継手内部
の潤滑用として使用されるグリース組成物について誠意研究を重ねた結果、基油として、
ジメチルシリコーン油を用いることで、低温での作動性を向上させるに至った。
【００２２】
（グリース組成物）
　本実施の形態におけるグリース組成物は、基油として、ジメチルシリコーン油を含有す
るものであり、好ましくは、以下に記載する添加剤を含有する。
【００２３】
　なお、増ちょう剤等、グリース組成物として従来から含まれるものは、適宜添加されて
いる。
【００２４】
　本実施の形態では、基油の動粘度は、２５℃において、１０００００ｍｍ２／ｓ以下で
あることが好ましい。後述する実験で示すように、本実施の形態では、基油の動粘度を、
上記範囲内に規定することができる。また、基油の動粘度は、２５℃において、１０００
０ｍｍ２／ｓ以下であることがより好ましく、５０００ｍｍ２／ｓ以下であることが更に
好ましく、２０００ｍｍ２／ｓ以下であることが更により好ましい。また、下限値を特に
限定するものではないが、例えば、基油の動粘度を、２５℃において、５ｍｍ２／ｓ程度
まで低くすることができる。
【００２５】
　本実施の形態では、種類の異なる２種以上の基油を混合して用い、そのうちの１つの基
油に、ジメチルシリコーン油を用いる構成とすることができる。ただし、２種類以上の基
油を組み合わせる場合、グリース組成物中に占める基油の半分以上（５０質量部以上）は
、ジメチルシリコーン油で構成されることが好適である。
【００２６】
　グリース組成物中に含有される添加剤は、カルボン酸変性シリコーン、及び、アミノ変
性シリコーンの少なくともいずれか１種を含むことが好ましい。
【００２７】
　具体的には、添加剤は、下記一般式（１）、（２）又は（３）で表される変性シリコー
ンであることが好ましい。
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【化４】

【化５】

　ここで、数値を限定するものではないが、ｍは、数十以上であり、具体的には５０以上
であり、後述する実施例では、８０～７５０程度である。また、ｎは、１００程度以下で
あり、具体的には２０以下であり、後述する実施例では、１～１０程度である。

【化６】

【００２８】
　このように、本実施の形態では、添加剤として、カルボン酸変性シリコーン、及び／又
は、アミノ変性シリコーンを含むことが好ましいが、経時的安定性の観点から、アミノ変
性シリコーンよりもカルボン酸変性シリコーンを含むことが好ましい。
【００２９】
　本実施の形態では、添加剤の含有量を所定範囲内にて調整することが好ましい。添加材
の含有量は、多すぎると油分離が生じやすいので、具体的には、添加剤の含有量を、１５
質量部以下とすることが好ましい。ここで、１００質量部は、グリース組成物の総量であ
り、したがって、「質量部」は、グリース組成物の総量に対する割合を意味する。以下、
同じである。
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【００３０】
　また、本実施の形態では、添加剤の添加量を、０．０１質量部以上とすることが好まし
い。この程度の添加剤が含まれていれば、従来に比べて、作動トルクを低減できる。
【００３１】
　本実施の形態では、添加剤の添加量は、１０質量部以下であることがより好ましく、５
質量部以下であることが更に好ましく、３質量部以下であることが更により好ましい。ま
た、添加剤の添加量は、０．２質量部以上であることがより好ましい。添加剤の添加量は
、０．０２質量部～１質量部程度であることが最も好ましい。
【００３２】
　また、本実施の形態では、添加剤の動粘度は、２５℃において、１５０００ｍｍ２／ｓ
以下であることが好ましい。この動粘度は、上記の一般式に記載された化学式の繰り返し
数によって調整することができる。
【００３３】
　本実施の形態のグリース組成物に含まれる増ちょう剤は、特に限定されるものではない
が、例えば、リチウム石けん、カルシウム石けん、ナトリウム石けん、アルミニウム石け
ん、リチウム複合石けん、カルシウム複合石けん、アルミニウム複合石けん、ウレア化合
物、有機化ベントナイト、ポリテトラフルオロエチレン、シリカゲル、ナトリウムテレフ
タラメートのうち、少なくとも１種から選択することができる。なお、リチウム石けんは
、脂肪酸又はその誘導体と水酸化リチウムとのけん化反応物である。用いられる脂肪酸は
、炭素数が２～２２の飽和又は不飽和の脂肪酸及びそれらの誘導体からなる群から選ばれ
る少なくとも１種である。また、前記の脂肪酸又はその誘導体と水酸化リチウムとを反応
させた「石けん」が市販されており、これを用いることもできる。
【００３４】
　また、必要に応じて、酸化防止剤、防錆剤、金属腐食防止剤、油性剤、耐摩耗剤、極圧
剤、固体潤滑剤などを添加することができる。これら添加物の含有量は、０．０１重量部
～２０重量部程度の範囲内に収められる。酸化防止剤としては、ヒンダードフェノール、
アルキル化ジフェニルアミン、フェニル－α－ナフチルアミン等から選択することができ
る。防錆剤としては、ステアリン酸などのカルボン酸、ジカルボン酸、金属石鹸、カルボ
ン酸アミン塩、重質スルホン酸の金属塩、又は多価アルコールのカルボン酸部分エステル
等から選択することができる。金属腐食防止剤としては、ベンゾトリアゾール又はベンゾ
イミダゾール等から選択することができる。油性剤としては、ラウリルアミンなどのアミ
ン類、ミリスチルアルコールなどの高級アルコール類、パルミチン酸などの高級脂肪酸類
、ステアリン酸メチルなどの脂肪酸エステル類、又はオレイルアミドなどのアミド類等か
ら選択することができる。耐摩耗剤としては、亜鉛系、硫黄系、リン系、アミン系、又は
エステル系等から選択することができる。極圧剤としては、ジアルキルジチオリン酸亜鉛
、ジアルキルジチオリン酸モリブデン、硫化オレフィン、硫化油脂、メチルトリクロロス
テアレート、塩素化ナフタレン、ヨウ素化ベンジル、フルオロアルキルポリシロキサン、
又は、ナフテン酸鉛等から選択することができる。また、固体潤滑剤としては、黒鉛、フ
ッ化黒鉛、ポリテトラフルオロエチレン、メラミンシアヌレート、二硫化モリブデン、硫
化アンチモン等から選択することができる。
【００３５】
　本実施の形態におけるグリース組成物の粘度は、－４０℃で、せん断率が１．０Ｓ－１

において、５５００Ｐａ・ｓ以下であることが好ましい。なお、グリース組成物は、せん
断率によって粘度変化が生じるため、せん断率を規定した。また、本実施の形態では、常
温時（２５℃）と、－４０℃のときの粘度差は、せん断率が１．０Ｓ－１において、４０
００Ｐａ・ｓ程度以下とすることができる。
【００３６】
　また、グリース組成物のちょう度に関しては、２００～５００程度とすることができる
。なお、ちょう度の測定方法については、後述する実施例の欄に記載する。
【００３７】
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　本実施の形態のグリース組成物を用いた可動継手は、例えば、自動車のサスペンション
、ロアアーム、タイロッドエンドなどの可動部分に用いることができる。
【００３８】
　可動継手は、球状部と、球状部を受ける受け部材と、球状部の表面を覆う表層と、を有
して構成される。表層は、受け部材にて保持される。
【００３９】
　そして、球状部と、表層との間に、本実施の形態のグリース組成物が充填される。とこ
ろで、球状部は、例えば、金属で形成され、受け部材や表層は、例えば、樹脂で形成され
る。材質を限定するものではないが、樹脂としては、ポリアセタール樹脂や、ポリエステ
ル樹脂等を例示することができる。
【００４０】
　このように、本実施の形態では、金属と、樹脂との間に、基油として粘度指数の高いジ
メチルシリコーン油を含有するグリース組成物を充填する。すなわち、例えば、両方が、
金属である場合等に比べて、基油としてジメチルシリコーン油を含有するグリース組成物
は、金属と樹脂との間で、効果的に所望の潤滑性能を発揮し得る。特に、可動継手の小型
化に伴い、従来にて使用されていた鉱油や合成炭化水素油では、低温下におけるグリース
粘度の変化が無視できないレベルとなるのに対し、本実施の形態では、それを克服し、低
温度下でのグリース組成物の粘度上昇を抑え、グリース組成物の流動性を適切に維持する
ことができる。
【００４１】
　また、添加剤として用いられるカルボン酸変性シリコーンは、カルボン酸の部分が、金
属材に吸着しやすく、これにより、可動継手の潤滑性を向上させ、作動トルクの低減や、
スティックスリップの抑制を図ることが可能になる。したがって、本実施の形態の可動継
手を用いることで、自動車の操舵性を改善することができ、特に、低温時の作動不良を抑
制することができる。
【００４２】
　また、本実施の形態の可動継手は、球状部と、球状部を受ける受け部材と、球状部の表
面を覆う表層と、を有し、球状部と表層の少なくともいずれか一方が樹脂で形成されてお
り、球状部と表層との間に、－４０℃で、せん断率が１．０Ｓ－１において、５５００Ｐ
ａ・ｓ以下の粘度を有するグリース組成物が充填されている構成とすることができる。
【００４３】
　上記の実施の形態では、可動継手の一例として、自動車用の可動継手を挙げたが、高負
荷荷重で、且つ可動部分であれば、自動車以外の輸送機器や産業機器にも適用できる。
【実施例】
【００４４】
　以下、本発明の効果を明確にするために実施した実施例により本発明を詳細に説明する
。なお、本発明は、以下の実施例によって何ら限定されるものではない。
【００４５】
　実験では、表１及び表２に示すグリース組成物の基油の粘度、ちょう度、グリース粘度
を測定し、更に各グリース組成物を、可動継手の球状部と表層との間に充填して、常温時
（２５℃）の作動トルク、－４０℃の作動トルク、及び、スティックスリップの発生有無
を測定した。
【００４６】
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【表１】

【００４７】
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【表２】

【００４８】
　また、表１及び表２に示す「カルボキシル変性－１」、「カルボキシル変性－２」、「
カルボキシル変性－３」、「アミノ変性－１」、「アミノ変性－２」、「アミノ変性－３
」は以下の表３に示されている。
【００４９】
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【表３】

【００５０】
　表１及び、表２に示す基油の粘度は、２５℃での計測値である。表１及び表２に示す基
油の粘度が、１８００ｃＳｔ（＝ｍｍ２／ｓ）のグリース組成物では、１００ｃＳｔ品と
１００００ｃＳｔ品を混合し、粘度調整した。一方、基油の粘度が、５ｃＳｔのグリース
組成物、及び、基油の粘度が、１０００００ｃＳｔのグリース組成物は、市販のジメチル
シリコーン油をそのまま使用した。
【００５１】
　ちょう度は、ＪＩＳ　Ｋ２２２０に規定されたちょう度試験方法により測定した。
【００５２】
　また、常温時の作動トルクは、グリース組成物の塗布量を、０．５ｇとし、市販のタイ
ロッドエンドを用いて、回転速度を、０．２ｒｐｍ、回転角度を４５度（往復動作）とし
て測定した。また、－４０℃の作動トルクは、グリース組成物を塗布した可動継手を－４
０℃の恒温槽で４ｈ静置し、常温時の作動トルクと同様の方法で測定した。
【００５３】
　また、－４０℃のグリース組成物の粘度は、株式会社ニッペコ所有のレオメーターで測
定した。測定では、せん断率：１ｓ－１のときの粘度を測定した。
【００５４】
　表１及び表２に示す実施例に基づいて、カルボン酸変性シリコーン、或いは、アミノ変
性シリコーンからなる添加剤の含有量を１５質量部以下に設定し、好ましくは、１０質量
部以下、更に好ましくは、５質量部以下、更により好ましくは、３質量部以下と設定した
。
【００５５】
　添加剤の含有量が多くなりすぎると、グリース組成物を構成する増ちょう剤構造が変形
したり、破壊されやすく、グリース組成物の軟化漏洩及び油分離が発生しやすくなるため
、添加剤の含有量は、少ないほうが好ましい。
【００５６】
　一方、添加剤の含有量の下限値であるが、表１に示す実施例－２の０．０１質量％の添
加でも従来に比べて作動トルクを低減できることがわかった。よって、添加剤の含有量の
下限値を、０．０１質量部に設定した。ただし、添加剤の含有量をもう少し増やすと、例
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えば、実施例－３を見て分かるように、更に、作動トルクの低減を図ることができ、特に
、常温時のみならず、－４０℃での作動トルクも安定して低い値に保つことができること
がわかった。
【００５７】
　また、表１に示す実施例－１０により、基油の動粘度を、２５℃にて、１０００００ｍ
ｍ２／ｓ以下に設定した。なお、基油の動粘度が、これ以上、高くなると、実使用上作業
性の悪化が懸念される。
【００５８】
　また、表１に示す実施例－９により、基油の動粘度を、２５℃にて、５ｍｍ２／ｓ以上
に設定した。基油の動粘度を、これ以上、低粘度とすると、潤滑能力の低下や、基油の乾
燥が生じやすくなると考えられる。
【００５９】
　また、グリース組成物の硬さ（ちょう度）は、実施例－１１から、２２５（ちょう度：
３号）程度であることが好ましい。これ以上、硬いと、実使用上作業性の悪化が懸念され
る。
【００６０】
　また、グリース組成物の軟らかさ（ちょう度）は、実施－１２から、４６５（ちょう度
：０００号）程度であることが好ましい。これより軟らかいと、潤滑性の悪化や、グリー
ス組成物の漏洩の発生が懸念される。
【００６１】
　上記の実験結果から、グリース組成物のちょう度に関しては、２００～５００程度が好
ましいと設定した。
【００６２】
　また、本実施例では、－４０℃でのグリース組成物の粘度を、せん断率が１．０Ｓ－１

において、５５００Ｐａ・ｓ以下にできる。一方、比較例では、グリース組成物の粘度は
、せん断率が１．０Ｓ－１において、約４００００Ｐａ・ｓ以上となり、或いは、測定不
能であった。
【００６３】
　表１に示す実施例－３と、表２に示す比較例－３及比較例－４を用いて、各温度での可
動継手の作動トルクを測定した。測定条件は、上記に挙げた通りである。
【００６４】
　その実験結が、以下の表４及び図１に示されている。
【００６５】
【表４】

【００６６】
　表４及び図１に示すように、比較例－３及び比較例－４では、温度が０℃を下回ると、
急激に作動トルクが上昇することがわかった。一方、実施例－３では、－４０℃～１００
℃程度の温度範囲において、作動トルクを約２０００ｍＮ・ｍ以下に抑えることができる
ことがわかった。また、比較例－３及び比較例４では、－４０℃のときの作動トルクが、
２５℃のときの作動トルクに比べて、５０００ｍＮ・ｍ程度上昇するのに対して、実施例
－３では、－４０℃のときの作動トルクと、２５℃のときの作動トルクとがほとんど変化
しない（３００ｎＮ・ｍ程度以下）ことがわかった。
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【産業上の利用可能性】
【００６７】
　本発明における、基油に粘度指数の高いジメチルシリコーン油を用いたグリース組成物
は、低温での粘度上昇を抑制でき、良好な流動性を維持することができる。本発明のグリ
ース組成物を、球状部と、球状部を覆う表層の少なくともいずれか一方が樹脂で形成され
た可動継手の潤滑剤として用いることで、作動トルクの低減（特に低温時の作動トルクの
低減）及び、スティックストリップの抑制を図ることができる。本発明のグリース組成物
を塗布する可動継手としては、自動車の可動継手に好適に用いることができるが、自動車
以外の輸送機器や産業機器にも効果的に用いることができる。
 
 
 

【図１】
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